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「契約業者取扱要領」等の一部改正等について 

 

標記について、下記のとおり改正等することとしたので、遺漏なきよう措置され

たい。 

 

記 

 

（契約業者取扱要領の一部改正） 

１ 「契約業者取扱要領」（昭和５５年１２月１日付け港管第３７２２号）の一部

を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応す

る改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後

欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、改正前欄に掲げる

対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる二重傍線

を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加

える。 

改 正 後 改 正 前 

（等級に対応する競争のための予定金額） 

第７条の４ 前３条に定める等級に対応する競争の

ための予定金額は、それぞれ次のとおりとする。 

（１）第７条第２項前段に定める等級のうち空港等

土木工事、港湾土木工事及び港湾等しゅんせつ工事

に係る等級に対応する競争のための予定金額 

（等級に対応する競争のための予定金額） 

第７条の４ 前３条に定める等級に対応する競争の

ための予定金額は、それぞれ次のとおりとする。 

（１）第７条第２項前段に定める等級のうち空港等

土木工事、港湾土木工事及び港湾等しゅんせつ工事

に係る等級に対応する競争のための予定金額 



 

 

等 級  競争のための予定金額 

Ａ   ２９，０００万円以上 

Ｂ   １０，０００万円以上 

２９，０００万円未満 

Ｃ   １０，０００万円未満 

（２）第７条第２項前段に定める等級のうち空港等

舗装工事に係る等級に対応する競争のための予定金

額 

等 級  競争のための予定金額 

Ａ   １４，０００万円以上 

Ｂ    ６，０００万円以上 

  １４，０００万円未満 

Ｃ    ６，０００万円未満 

（３）第７条第２項後段に定める等級のうち港湾等

鋼構造物工事に係る等級に対応する競争のための予

定金額 

等 級  競争のための予定金額 

Ａ    ４，２００万円以上 

Ｂ    ４，２００万円未満 

（４）～（６） （略） 

（工事及び測量調査の一般競争の有資格者） 

第１６条 契約担当官等は、第７条第１項に規定す

る工事及び第７条の２に規定する測量調査を一般

競争に付そうとする場合で、次の各号の一に該当

するときは、前条の規定にかかわらず当該契約の

種類及び予定金額に適合する等級の有資格者及び

その者より上位等級の有資格者により競争を行わ

せることができる。 

（１）～（３） （略） 

２ 契約担当官等は、第７条第１項に規定する工事

及び第７条の２に規定する測量調査を一般競争に

付そうとする場合で、当該契約が予定金額に比し

て内容が単純で、かつ、安易なものと認められる

場合においては、前条の規定にかかわらず当該契

約の種類及び予定金額に適合する等級の有資格者

の直近下位の等級に属する有資格者により競争を

行わせることができる。 

３ 契約担当官等は、第７条第１項に規定する工事

等 級  競争のための予定金額 

Ａ   ２５，０００万円以上 

Ｂ    ９，０００万円以上 

２５，０００万円未満 

Ｃ    ９，０００万円未満 

（２）第７条第２項前段に定める等級のうち空港等

舗装工事に係る等級に対応する競争のための予定金

額 

等 級  競争のための予定金額 

Ａ   １２，０００万円以上 

Ｂ    ５，０００万円以上 

  １２，０００万円未満 

Ｃ    ５，０００万円未満 

（３）第７条第２項後段に定める等級のうち港湾等

鋼構造物工事に係る等級に対応する競争のための予

定金額 

等 級  競争のための予定金額 

Ａ    ３，７００万円以上 

Ｂ    ３，７００万円未満 

（４）～（６） （略） 

（工事及び測量調査の一般競争の有資格者） 

第１６条 契約担当官等は、第７条第１項に規定す

る工事及び第７条の２に規定する測量調査を一般

競争に付そうとする場合で、次の各号の一に該当

するときは、前条の規定にかかわらず当該契約の

種類及び予定金額に適合する等級の有資格者及び

その者より上位等級の有資格者により競争を行わ

せることができる。 

（１）～（３） （略） 

２ 契約担当官等は、第７条第１項に規定する工事

及び第７条の２に規定する測量調査を一般競争に

付そうとする場合で、当該工事が予定金額に比し

て工事内容が単純で、かつ、安易なものと認めら

れる場合においては、前条の規定にかかわらず当

該契約の種類及び予定金額に適合する等級の有資

格者の直近下位の等級に属する有資格者により競

争を行わせることができる。 

 



 

 

及び第７条の２に規定する測量調査を一般競争に

付そうとする場合で、当該契約の種類及び予定金

額に適合する等級の有資格者の数が少数である場

合その他必要がある場合においては、当該有資格

者の属する等級の直近上下位の等級の有資格者に

より競争を行わせることができる。 

４ 契約担当官等は、前条並びに第２項及び第３項

の規定にかかわらず、前条の有資格者の２等級下

位の等級に属する有資格者の中から工事成績が特

に優秀な者を競争に含めることができる。 
 

 

 

 

 

 

 

３ 契約担当官等は、前条及び前項の規定にかかわ

らず、前条の有資格者の２等級下位の等級に属す

る有資格者の中から工事成績が特に優秀な者を競

争に含めることができる。 

 附 則 

本通達は、令和７年４月１日以降に契約を締結する工事及び測量調査から適用す

る。ただし、令和７年３月３１日までの契約締結を見込み、入札公告を行った工事

及び測量調査は除く。 

 

（契約業者取扱要領における技術的難易度等の運用についての一部改正） 

２ 「契約業者取扱要領における技術的難易度等の運用について」（平成１７年１０

月７日付け国港総第２４０号、国港建第１３４号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改 正 後 改 正 前 

１．取扱要領の第１６条第１項、同条第２項におけ

る港湾土木工事及び港湾等しゅんせつ工事 

条項等   予定金額 

（技術的難易度及び等級区分は略） 

第１６条第１項 ２億４千万円以上２億９千万円未

満  

第１６条第１項 ８千万円以上１億円未満  

第１６条第２項 ２億９千万円以上３億円４千万円

未満 

第１６条第２項 １億円以上１億２千万円未満 

２．取扱要領の第１７条第３項、同条第４項におけ

る港湾土木工事及び港湾等しゅんせつ工事 

条項等   予定金額 

（技術的難易度及び等級区分は略） 

第１７条第３項 ２億４千万円以上２億９千万円未

満  

第１７条第３項 ８千万円以上１億円未満  

１．取扱要領の第１６条第１項、同条第２項におけ

る港湾土木工事及び港湾等しゅんせつ工事 

条項等   予定金額 

（技術的難易度及び等級区分は略） 

第１６条１ ２億円以上２億５千万円未満 

 

第１６条１ ７千万円以上９千万円未満  

第１６条２ ２億５千万円以上３億円未満 

 

第１６条２ ９千万円以上１億１千万円未満 

２．取扱要領の第１７条第３項、同条第４項におけ

る港湾土木工事及び港湾等しゅんせつ工事 

条項等   予定金額 

（技術的難易度及び等級区分は略） 

第１７条３ ２億円以上２億５千万円未満 

 

第１７条３ ７千万円以上９千万円未満 



 

 

第１７条第４項 ２億９千万円以上３億円４千万円

未満 

第１７条第４項 １億円以上１億２千万円未満 

第１７条４ ２億５千万円以上３億円未満 

 

第１７条４ ９千万円以上１億１千万円未満 

 附 則 

本通達は、令和７年４月１日以降に契約を締結する工事から適用する。ただし、

令和７年３月３１日までの契約締結を見込み、入札公告を行った工事は除く。 

 

（工事に係る発注の見通しに関する事項の公表における工事発注規模の公表の試行に

ついての一部改正） 

３ 「工事に係る発注の見通しに関する事項の公表における工事発注規模の公表の試

行について」（平成１９年４月１８日付け国港総第４７－２号、国港技第４－２

号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改 正 後 改 正 前 

（別 紙） 

港湾土木工事、空港等

土木工事、港湾等 

しゅんせつ工事、港湾

等鋼構造物工事 

空港等舗装工事 

4,200万円未満 

 

6,000万円未満 

4,200万円以上 

1億円未満 6,000万円以上 

1億4,000万円未満 1億円以上 

1億7,000万円未満 1億4,000万円以上 

2億9,000万円未満 1億7,000万円以上 

2億9,000万円未満 

2億9,000万円以上 

適用額未満 

2億9,000万円以上 

適用額未満 

適用額以上 

15億円未満 

 

適用額以上 

10億円未満 

10億円以上 

20億円未満 15億円以上 

30億円未満 20億円以上 

30億円以上 

50億円未満 

（別 紙） 

港湾土木工事、空港等

土木工事、港湾等 

しゅんせつ工事、港湾

等鋼構造物工事 

空港等舗装工事 

3,700万円未満 

 

5,000万円未満 

3,700万円以上 

9,000万円未満 5,000万円以上 

1億2,000万円未満 9,000万円以上 

1億5,000万円未満 1億2,000万円以上 

2億5,000万円未満 1億5,000万円以上 

2億5,000万円未満 

2億5,000万円以上 

適用額未満 

2億5,000万円以上 

適用額未満 

適用額以上 

15億円未満 

 

適用額以上 

10億円未満 

10億円以上 

20億円未満 15億円以上 

30億円未満 20億円以上 

30億円以上 

50億円未満 



 

 

50億円以上 

 

 

 

50億円以上 

 
 

附 則 

本通達は、令和７年４月１日以降に契約を締結する工事から適用する。 

 

（東日本大震災をふまえた入札・契約手続きに関する運用の緩和についての廃止） 

４ 「東日本大震災をふまえた入札・契約手続きに関する運用の緩和について」（平

成２３年５月１３日付け国港総第１０２号、国港技第２８号）は廃止する。 


